
　
あ
き
る
野
市
総
合
計
画
・
後
期
基

本
計
画
は
、
基
本
構
想
に
掲
げ
る
将

来
都
市
像
「
人
と
緑
の
新
創
造
都

市
」
の
実
現
に
向
け
て
、
施
策
の
基

本
的
な
方
向
性
を
示
す
計
画
で
す
。

こ
の
た
び
平
成
26
年
度
か
ら
平
成
32

年
度
ま
で
の
７
か
年
の
後
期
基
本
計

画
を
策
定
し
ま
し
た
。

▽
計
画
の
概
要
　
人
口
構
造
の
変
化

　
や
社
会
資
本
の
老
朽
化
、
防
災
意

　
識
の
変
化
な
ど
の
社
会
情
勢
の
変

　
化
を
背
景
に
、
こ
れ
ら
の
変
化
に

　
対
応
し
た
テ
ー
マ
を
設
定
し
、
こ

　
れ
に
沿
っ
た
施
策
を
抽
出
し
重
点

　
化
を
図
り
ま
し
た
。

▽
テ
ー
マ
と
重
点
化
の
視
点

①
安
全
・
安
心
な
ま
ち
（
防
災
対

　
策
、
社
会
資
本
の
整
備
）

②
み
ん
な
が
快
適
で
い
き
い
き
暮
ら

　
せ
る
ま
ち
（
子
育
て
支
援
の
充

　
実
、
高
齢
者
支
援
の
充
実
、
地
域

　
内
交
通
対
策
、
学
校
教
育
の
充

　
実
、
生
涯
学
習
の
充
実
）

③
あ
き
る
野
ら
し
さ
を
活
か
し
た
活

　
気
あ
る
ま
ち
（
地
域
資
源
の
ブ
ラ

　
ン
ド
化
、
環
境
施
策
の
充
実
、
農

　
業
振
興
、
伝
統
・
文
化
の
保
存
・

　
継
承
、
情
報
発
信
）

▽
計
画
の
閲
覧
場
所
　
情
報
公
開
コ

　
ー
ナ
ー
（
市
役
所
４
階
）
、
企
画

　
政
策
課
、
市
内
各
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

　
い
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
企
画
政
策
課
（
直
通
５

　
５
８
・
１
２
６
１
）

　
市
教
育
委
員
会
で
は
、
教
育
基
本

法
に
定
め
る
教
育
振
興
基
本
計
画
と

し
て
、
ま
た
、
あ
き
る
野
市
総
合
計

画
の
教
育
分
野
を
担
う
も
の
と
し
て
、

平
成
26
年
度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で

の
７
年
間
を
計
画
期
間
と
し
た
「
あ

き
る
野
市
教
育
基
本
計
画
（
第
２
次

計
画
）
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

▽
計
画
の
概
要
　
教
育
目
標
で
あ
る

　
「
人
が
育
ち
　
人
が
輝
く
　
あ
き

　
る
野
の
教
育
」
の
実
現
を
目
指
し
、

　
４
つ
の
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
７

　
つ
の
取
組
目
標
を
定
め
、
そ
の
下

　
に
22
の
基
本
施
策
を
設
け
て
い
ま

　
す
。
基
本
施
策
の
う
ち
、
次
の
６

　
つ
の
施
策
を
重
点
施
策
と
し
て
取

　
り
組
み
ま
す
。

　●

い
じ
め
不
登
校
ゼ
ロ
へ
の
挑
戦

　●

学
力
向
上
対
策
の
強
化

　●

特
別
支
援
教
育
の
推
進

　●

生
涯
学
習
活
動
の
推
進

　●

ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

　●

青
少
年
の
健
全
育
成
の
推
進

　
な
お
、
本
計
画
は
、
学
校
関
係

者
、
社
会
教
育
関
係
者
、
保
護
者
と

市
職
員
で
構
成
す
る
あ
き
る
野
市
教

育
基
本
計
画
（
第
２
次
計
画
）
策
定

検
討
委
員
会
で
の
検
討
・
協
議
を
経

て
作
成
し
た
計
画
（
案
）
を
基
に
パ

ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
、
ご

意
見
を
踏
ま
え
て
策
定
し
ま
し
た
。

▽
閲
覧
場
所
　
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

　
（
市
役
所
４
階
）
、
教
育
総
務

　
課
、
各
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

　
い
ま
す
。

※
提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要
と
そ
れ

　
に
対
す
る
教
育
委
員
会
の
考
え
方

　
は
４
月
30
日
（水）
ま
で
閲
覧
で
き
ま

　
す
。

▽
問
合
せ
　
教
育
総
務
課
教
育
総
務

　
係
（
直
通
５
５
８
・
２
４
０
６
）

　
特
別
児
童
扶
養
手
当
（
20
歳
未
満

の
心
身
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
が
対
象
）
と
児
童
扶

養
手
当
（
児
童
を
養
育
し
て
い
る
ひ

と
り
親
家
庭
の
母
か
父
な
ど
が
対

象
）
の
額
が
４
月
分
か
ら
次
の
と
お

り
変
更
に
な
り
ま
す
。

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当

　●

１
級
…
平
成
26
年
４
月
分
か
ら
月

　
額
４
万
９
９
０
０
円
（
平
成
26
年

　
３
月
分
ま
で
５
万
５
０
円
）

　●

２
級
…
平
成
26
年
４
月
分
か
ら
月

　
額
３
万
３
２
３
０
円
（
平
成
26
年

　
３
月
分
ま
で
３
万
３
３
３
０
円
）

▽
児
童
扶
養
手
当

　●

全
部
支
給
…
平
成
26
年
４
月
分
か

　
ら
月
額
４
万
１
０
２
０
円
（
平
成

　
26
年
３
月
分
ま
で
４
万
１
１
４
０

　
円
）

　●

一
部
支
給
…
平
成
26
年
４
月
分
か

　
ら
月
額
４
万
１
０
１
０
円
〜
９
６

　
８
０
円
（
平
成
26
年
３
月
分
ま
で

　
４
万
１
１
３
０
円
〜
９
７
１
０

　
円
）

▽
問
合
せ
　
子
育
て
支
援
課
子
育
て

　
支
援
係

　
特
別
障
害
者
手
当
、
障
害
児
福
祉

手
当
、
経
過
的
福
祉
手
当
の
額
が
４

月
分
か
ら
次
の
と
お
り
変
更
に
な
り

ま
す
。

▽
特
別
障
害
者
手
当
　
平
成
26
年
４

　
月
分
か
ら
月
額
２
万
６
千
円
（
平

　
成
26
年
３
月
分
ま
で
２
万
６
０
８

　
０
円
）

▽
障
害
児
福
祉
手
当
　
平
成
26
年
４

　
月
分
か
ら
月
額
１
万
４
１
４
０
円

　
（
平
成
26
年
３
月
分
ま
で
１
万
４

　
１
８
０
円
）

▽
経
過
的
福
祉
手
当
　
平
成
26
年
４

　
月
分
か
ら
月
額
１
万
４
１
４
０
円

　
（
平
成
26
年
３
月
分
ま
で
１
万
４

　
１
８
０
円
）

▽
問
合
せ
　
障
が
い
者
支
援
課
障
が

　
い
者
相
談
係

　
保
険
料
は
、
急
速
な
少
子
高
齢
化

に
対
応
し
制
度
の
安
定
を
図
る
た

め
、
平
成
29
年
度
ま
で
の
間
、
年
度

ご
と
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
の
保
険
料
は
、
平
成

25
年
度
に
比
べ
て
２
１
０
円
引
き
上

げ
ら
れ
、
月
額
１
万
５
２
５
０
円
と

な
り
ま
す
。

▽
国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
は
、
便

　
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ

　
い
　
納
付
書
に
「
国
民
年
金
保
険

　
料
口
座
振
替
納
付
申
出
書
」
が
同

　
封
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
預
貯
金

　
口
座
が
あ
る
金
融
機
関
（
郵
便
局

　
含
む
）
か
年
金
事
務
所
に
申
し
込

　
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
青
梅
年
金
事
務
所
（
☎

　
０
４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
）

　
秋
川
地
区
の
高
齢
者
は
つ
ら
つ
セ

ン
タ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
市
が
直
営
で

運
営
し
て
い
ま
し
た
が
、
高
齢
化
率

が
25
　
を
超
え
る
中
で
、
セ
ン
タ
ー

が
果
た
す
役
割
が
ま
す
ま
す
重
要
に

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
専
門
性
や

機
動
力
の
向
上
、
き
め
細
か
な
対
応

を
し
て
い
く
た
め
、
運
営
を
民
間
事

業
者
に
委
託
し
ま
す
。

　
こ
れ
に
伴
い
、
市
役
所
内
に
設
置

し
て
い
た
「
高
齢
者
は
つ
ら
つ
セ
ン

タ
ー
」
を
次
の
場
所
に
移
転
し
、
業

務
運
営
し
ま
す
。

　
市
の
高
齢
者
支
援
課
高
齢
者
支
援

係
で
は
、
各
は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
の

サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
標
準
化
を
図
る

た
め
の
管
理
・
支
援
を
行
い
ま
す
。

な
お
、
市
役
所
高
齢
者
支
援
係
窓
口

で
も
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
。

▽
は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
（
地
域
包
括

　
支
援
セ
ン
タ
ー
）
と
は
　
住
み
慣

　
れ
た
場
所
で
い
き
い
き
と
安
心
し

　
て
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
に
、
保

　
健
師
・
社
会
福
祉
士
・
主
任
ケ
ア

　
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
な
ど
が
中
心
と
な

　
り
、
高
齢
者
の
介
護
予
防
事
業
や

　
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
ほ
か
、

　
高
齢
者
や
家
族
に
対
す
る
総
合
的

　
な
相
談
支
援
、
高
齢
者
に
対
す
る

　
虐
待
の
防
止
や
早
期
発
見
等
の
権

　
利
擁
護
事
業
、
地
域
の
ネ
ッ
ト
ワ

　
ー
ク
づ
く
り
や
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ

　
ー
へ
の
支
援
な
ど
を
行
っ
て
い
ま

　
す
。
高
齢
者
に
関
す
る
相
談
は
、

　
気
軽
に
各
は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
に

　
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
相
談
の
秘
密

　
は
守
り
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご

　
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
の
場
所
な
ど

　●

高
齢
者
は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
（
秋

　
川
地
区
）
…
秋
川
５
―
１
―
８

　
（
あ
き
る
台
在
宅
医
療
福
祉
セ
ン

　
タ
ー
２
階
）
、
☎
５
５
０
・
６
１

　
０
１

　●

五
日
市
は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー
（
五

　
日
市
地
区
）
…
五
日
市
４
１
１

　
（
五
日
市
出
張
所
１
階
）
、
☎
５

　
６
９
・
８
１
０
８

　
「
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に

関
し
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
防

災
の
た
め
の
施
策
に
必
要
な
財
源
の

確
保
に
係
る
地
方
税
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
（
平
成
23
年
法
律
第
１

１
８
号
）
」
の
施
行
に
よ
り
、
平
成

26
年
度
か
ら
平
成
35
年
度
ま
で
、
市

民
税
と
都
民
税
の
均
等
割
額
は
、
そ

れ
ぞ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
金
額
に
５
０

０
円
を
加
算
し
た
金
額
と
な
り
ま
す
。

▽
均
等
割
額

　●

市
民
税
…
３
千
円
↓
３
５
０
０
円

　●

都
民
税
…
千
円
↓
１
５
０
０
円

▽
問
合
せ
　
課
税
課
市
民
税
係

　
固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現

在
、
市
内
に
土
地
・
家
屋
と
事
業
用

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。

　
課
税
の
内
容
に
つ
い
て
他
の
固
定

資
産
と
比
較
で
き
る
土
地
・
家
屋
価

格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
（
期
間
限

定
、
無
料
）
と
、
課
税
の
内
容
を
確

認
で
き
る
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲

覧
（
期
間
中
は
無
料
）
が
で
き
ま
す
。

▽
期
間
　
４
月
１
日
（火）
〜
６
月
２
日

　
（月）
（
土
曜
･
日
曜
日
、
祝
日
を
除

　
く
）

▽
時
間
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５

　
時
15
分

▽
場
所
　
課
税
課

▽
縦
覧
で
き
る
方
　
市
内
に
所
在
す

　
る
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
の

　
納
税
者
と
家
族
な
ど
代
理
権
が
あ

　
る
方

　●

必
要
書
類
…
運
転
免
許
証
な
ど
本

　
人
確
認
が
で
き
る
も
の

▽
閲
覧
で
き
る
方
　
納
税
義
務
者
、

　
代
理
人
、
借
地
人
、
借
家
人
と
固

　
定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
が
あ

　
る
一
定
の
方

　●

必
要
書
類
…
運
転
免
許
証
な
ど
本

　
人
確
認
が
で
き
る
も
の
（
代
理
人

　
は
委
任
状
）
。
借
地
借
家
人
の
方

　
は
、
身
分
の
確
認
の
た
め
に
契
約

　
書
か
そ
の
写
し
、
地
代
や
家
賃
の

　
領
収
書
な
ど

　
平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
消
費
税

率
と
地
方
消
費
税
率
が
引
き
上
げ
ら

れ
る
こ
と
に
伴
い
、
下
水
道
使
用
料

に
含
ま
れ
て
い
る
消
費
税
相
当
額
を
、

５
　
か
ら
８
　
へ
改
定
し
ま
す
。
改

定
後
の
下
水
道
料
金
は
、
６
月
分
か

ら
適
用
に
な
り
ま
す
。
快
適
で
暮
ら

し
や
す
い
ま
ち
を
つ
く
る
下
水
道
事

業
に
つ
い
て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
管
理
課
下
水
道
係

高
齢
者
は
つ
ら
つ
セ
ン
タ
ー

の
運
営
を
民
間
委
託
し
ま
す

特
別
児
童
扶
養
手
当
・

児
童
扶
養
手
当
の
手
当
額

　
　
　
改
定
の
お
知
ら
せ

特
別
障
害
者
手
当
・

障
害
児
福
祉
手
当
・

経
過
的
福
祉
手
当
の

手
当
額
改
定
の
お
知
ら
せ

消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に

伴
う
下
水
道
料
金
の

　
　
　
　
改
定
に
つ
い
て

あきる野市安全・安心まちづくり
に関する覚書を締結しました

　市は、福生警察署と五日市警察署との
連携を強めて、市民生活の安全に関する
意識の高揚と犯罪を防止するための環境
づくりに取り組んできました。今後もこ
の取組を推進する必要があることから、
市と両警察署との協力体制をより強化す
るため、２月27日に三者間で「あきる野
市安全・安心まちづくりに関する覚書」
を締結しました。
○問合せ　地域防災課防災安全係

パ
ー
セ
ン
ト

パ
ー
セ
ン
ト

パ
ー
セ
ン
ト

　
今
年
度
か
ら
固
定
資
産
税
（
土

地
・
家
屋
）
の
課
税
内
容
を
確
認
で

き
る
課
税
明
細
書
（
非
課
税
物
件
と

免
税
点
未
満
を
除
く
）
は
、
５
月
に

発
送
す
る
納
税
通
知
書
と
組
み
合
わ

せ
た
も
の
を
送
付
し
ま
す
。
こ
の
課

税
明
細
書
で
自
己
所
有
の
固
定
資
産

の
課
税
内
容
に
つ
い
て
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。
課
税
明
細
書
は
確
定
申
告

な
ど
に
も
利
用
で
き
ま
す
の
で
、
大

切
に
保
存
し
て
く
だ
さ
い
。

※
所
有
す
る
固
定
資
産
と
課
税
明
細

　
書
の
内
容
が
異
な
る
場
合
は
、
連

　
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
土
地
資
産
税

　
係
、
家
屋
資
産
税
係

固
定
資
産
税
課
税

　
明
細
書
の
発
送
に
つ
い
て


